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(57)【要約】
【課題】ハウジングとリアホルダとの安定した仮係止状
態を確保する。
【解決手段】リアホルダ１２の仮係止位置では、リアホ
ルダ１２の仮係止用錠止部４４の前部爪４５は、ハウジ
ング１１の仮係止用錠止片２４を潜り抜け、後部爪４６
とにより仮係止用錠止片２４を挟み込み、この仮係止状
態では、容易にこの状態が崩れることはない。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続端子を収容するハウジングと、該ハウジングの後部に係合し前記接続端子の一部を
係止する係止ランスを備えたリアホルダとから成り、該リアホルダは前記ハウジングに対
し仮係止位置を経て本係止位置に係止可能とし、前記リアホルダは前記ハウジングに対し
仮係止用錠止部と本係止用錠止部とを有し、前記仮係止用錠止部は前後方向に間隔をおい
て前部爪と後部爪とを配置し、前記仮係止位置において、前記ハウジングの条片状の対位
仮錠止部を前記前部爪と後部爪とにより挟み込んで仮係止することを特徴とするコネクタ
。
【請求項２】
　前記前部爪は前方に傾斜面を有し後方に立上り壁を有し、前記後部爪は前方に立上り壁
を有することを特徴とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記後部爪の高さは前記前部爪の高さよりも小さくしたことを特徴とする請求項１に記
載のコネクタ。
【請求項４】
　前記仮係止用錠止部は計４組、前記本係止用錠止部は計２組設けたことを特徴とする請
求項１に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車等の電気配線に使用され、ハウジングに収容した接続端子を係
止するためのリアホルダを備えたコネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種のコネクタでは、例えば特許文献１のように、ハウジングの後部にリアホ
ルダが前後動自在に係合され、リアホルダはハウジングに中間まで挿入された仮係止位置
と、十分に押し込まれた本係止位置とで係合するようにした場合がある。ハウジングに接
続端子を収容した後にリアホルダを取り付けるのでは、接続端子に接続した電線を個々に
リアホルダを挿通しなければならない。しかし、リアホルダを仮係止状態にして、接続端
子と電線とをリアホルダを通過させながらハウジングに挿入すると、能率的な組立が可能
となる。
【０００３】
　また、収容された接続端子を係止する係止ランスをハウジングの後部に取り付け、ハウ
ジングと別体のリアホルダに設けることもある。この場合には、係止ランスの成形が容易
となると共に、比較的耐久性を有し高価な材質を要する係止ランスを、合成樹脂が小容量
で済むリアホルダに設けるため、全体として安価となる。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３２１３４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この従来のコネクタをハーネスメーカに納入する際には、リアホルダをハウジングに対
し仮係止状態に組立てて納入し、ハーネスメーカにおいて、ハウジング内にリアホルダを
経て接続端子を挿着する作業を行うことがある。
【０００６】
　しかし、ハウジングを運搬する途中で、リアホルダが不時の力で前方に押され、仮係止
位置から本係止位置に移動してしまうという問題点がある。この場合に、リアホルダを仮
係止位置に戻さなければならず、極めて面倒な作業が余儀なくされる。
【０００７】
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　本発明の目的は、このような問題点を解消し、ハウジングとリアホルダとの安定した仮
係止状態を確保できるコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係るコネクタの技術的特徴は、接続端子を収容する
ハウジングと、該ハウジングの後部に係合し前記接続端子の一部を係止する係止ランスを
備えたリアホルダとから成り、該リアホルダは前記ハウジングに対し仮係止位置を経て本
係止位置に係止可能とし、前記リアホルダは前記ハウジングに対し仮係止用錠止部と本係
止用錠止部とを有し、前記仮係止用錠止部は前後方向に間隔をおいて前部爪と後部爪とを
配置し、前記仮係止位置において、前記ハウジングの条片状の対位仮錠止部を前記前部爪
と後部爪とにより挟み込んで仮係止することにある。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るコネクタによれば、リアホルダは仮係止用錠止部によってハウジングに対
し前後動が規制され、仮係止状態を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
  図１はハウジングの平面図、図２は側面図、図３はリアホルダの平面図、図４は側面図
、図５は正面図である。接続端子を収容するハウジング１１の後部にリアホルダ１２を係
合し、リアホルダ１２によりハウジング１１内に収容された接続端子の後抜けを防止する
ようにしている。
【００１１】
　図６に示す接続端子１３はハウジング１１内に収容されて使用される。この接続端子１
３は導電金属板により形成され、相手側端子を接続する角筒状の端子接続部１４と、電線
１５の芯線を固定する芯線固定部１６と、電線１５の被覆を固定する被覆固定部１７とが
前方から順次に設けられている。なお、被覆固定部１７の後部には、必要に応じて防止シ
ール材１８が挿着される。
【００１２】
　ハウジング１１とリアホルダ１２は、それぞれ電気絶縁性を有する合成樹脂材料を成型
することにより製造されている。ハウジング１１は略角筒形に成型され、内部に例えば上
段２列、下段４列の計６個の接続端子１３を個々に収容する端子収容室２１が設けられて
いる。なお、図面においては、端子収容室２１の区画等、内部構造等の図示は省略してい
る。
【００１３】
　また、ハウジング１１の後部には、端子収容室２１の囲りの角筒よりも大径の角筒状の
リアホルダ収納部２２が設けられている。このリアホルダ収納部２２の上下の壁部２３ａ
、２３ｂには、接続端子の挿入方向と直交する方向に２個ずつの条片状の仮係止用錠止片
２４が形成され、左右の壁部２３ｃ、２３ｄには、同様に接続端子の挿入方向と直交する
方向に１個ずつの条片状の本係止用錠止片２５が形成されている。
【００１４】
　一方、リアホルダ１２にはハウジング１１の後部のリアホルダ収納部２２に嵌合する角
筒状のホルダ本体部４１が設けられ、ホルダ本体部４１の前端部には、端子収容室２１内
に収容された接続端子１３の端子接続部１４を個々に係止するための計６個の係止ランス
４２が、前方に向けて突設されている。また、ホルダ本体部４１の後部には、電線１５付
きの接続端子１３をそれぞれ挿通するための図示しない５個の孔部が設けられている。
【００１５】
　ホルダ本体部４１の上下の壁部４１ａ、４１ｂの２個所ずつには、ハウジング１１の仮
係止用錠止片２４に係合する仮係止用錠止部４４が設けられている。仮係止用錠止部４４
はそれぞれ２個一対の前部爪４５と後部爪４６とから成り、これらの前部爪４５と後部爪
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４６は前後にずれて位置していると共に、成型の関係で左右にもずれて配置されている。
前部爪４５と後部爪４６との前後方向の間隔は、ハウジング１１の仮係止用錠止片２４を
挟み込む間隔とされている。
【００１６】
　前部爪４５の前端は前方から後方に向けて立ち上る傾斜面とされ、後端は垂直な壁面と
されている。また、後部爪４６は前部爪４５よりも低く、その前端は垂直に立ち上ると共
に、本係止位置への押し込みを容易とするために頂部を丸くした壁面とされ、後部は頂部
から下方に傾斜する傾斜面とされている。
【００１７】
　更に、リアホルダ１２のホルダ本体部４１の左右の壁部４１ｃ、４１ｄには、ハウジン
グ１１の本係止用錠止片２５と係合するための本係止用錠止爪４７が１個ずつ設けられて
いる。本係止用錠止爪４７の前部は前方から立ち上る傾斜面４７ａとされ、後部は垂直に
立ち上る壁面４７ｂとされている。
【００１８】
　ハウジング１１の本係止用錠止片２５のリアホルダ１２側の面は、リアホルダ１２の本
係止用錠止爪４７の傾斜面４７ａと一致する傾斜角とされている。なお、ハウジング１１
の上面に設けられたレバーには相手側ハウジングとロックするためのロック爪４８が設け
られ、ロック解除に際しては、押圧部４９を押し込むことにより、ロック爪４８を相手側
ハウジングから解除するようになっている。
【００１９】
　このような構成を有するハウジング１１とリアホルダ１２とは、図７～図１０に示すよ
うに、リアホルダ１２がハウジング１１の後部に中間まで挿入された仮係止位置と、更に
押し込むことによる図１１～図１４に示すように、リアホルダ１２がハウジング１１に対
して十分に押し込まれた本係止位置とで係合される。なお、図７、図１１は平面図、図８
、図１２は側面図、図９、図１３は平面方向から見た断面図、図１０、図１４は側面方向
から見た断面図を示している。
【００２０】
　即ち、図７～図１０に示すリアホルダ１２の仮係止位置では、リアホルダ１２の仮係止
用錠止部４４の前部爪４５はハウジング１１の仮係止用錠止片２４を潜り抜け、後部爪４
６とにより仮係止用錠止片２４を挟み込む。このとき、リアホルダ１２の本係止用錠止爪
４７の前部の傾斜面４７ａは、ハウジング１１の本係止用錠止片２５のリアホルダ２１側
の面に当接している。
【００２１】
　この仮係止状態では、本係止用錠止爪４７は本係止用錠止片２５に当接し、容易にこの
仮係止状態は崩れることはなく、必要に応じてこの仮係止状態で運搬等がなされる。
【００２２】
　電線１５付の接続端子１３は、仮係止位置にあるときのリアホルダ１２の孔部４３を経
てハウジング１１の端子収容室２１に挿入される。このとき、接続端子１３の端子接続部
１４が係止ランス４２の上面を外側に押圧して撓ませながら、接続端子１３の端子接続部
１４が係止ランス４２を潜り抜けると、係止ランス４２が元の位置に復元し、端子接続部
１４の後端部を係止する。
【００２３】
　全ての端子収容室２１の仮の位置に接続端子１３を挿入してから、リアホルダ１２をハ
ウジング１１の前方に向けて強く押し込むと、リアホルダ１２の仮係止用錠止部４４の後
部爪４６はハウジング１１の仮係止用錠止片２４を潜り抜け、同時にリアホルダ１２の本
係止用錠止爪４７はハウジング１１の本係止用錠止片２５を潜り抜けて、リアホルダ１２
はハウジング１１のリアホルダ収納部２２内に完全に納まり、ハウジング１１に対し図１
１～図１４に示すような本係止位置となる。このときリアホルダ１２はハウジング１１の
本係止用錠止片２５に対し、本係止用錠止爪４７により本係止位置が確保される。
【００２４】
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　リアホルダ１２が仮係止位置から本係止位置に至る過程で、接続端子１３はリアホルダ
１２の係止ランス４２により押し込まれ、端子収容室２１内の正規の位置まで移動され、
そのまま係止ランス４２により係止がなされる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ハウジングの平面図である。
【図２】側面図である。
【図３】リアホルダの平面図である。
【図４】側面図である。
【図５】正面図である。
【図６】接続端子の斜視図である。
【図７】仮係止位置でのハウジングとリアホルダの平面図である。
【図８】仮係止位置でのハウジングとリアホルダの側面図である。
【図９】仮係止位置でのハウジングとリアホルダの上方から見た断面図である。
【図１０】仮係止位置でのハウジングとリアホルダの側方から見た断面図である。
【図１１】本係止位置でのハウジングとリアホルダの平面図である。
【図１２】本係止位置でのハウジングとリアホルダの側面図である。
【図１３】本係止位置でのハウジングとリアホルダの上方から見た断面図である。
【図１４】本係止位置でのハウジングとリアホルダの側方から見た断面図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１１　ハウジング
　１２　リアホルダ
　１３　接続端子
　２１　端子収容室
　２２　リアホルダ収納部
　２３　壁部
　２４　仮係止用錠止片
　２５　本係止用錠止片
　４１　ホルダ本体部
　４２　係止ランス
　４４　仮係止用錠止爪
　４５　前部爪
　４６　後部爪
　４７　本係止用錠止爪
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